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株式会社ＳＵＢＡＲＵによる米海兵隊オスプレイの定期機体整備について 

 
 ２０２１年（令和３年）７月以降の、株式会社ＳＵＢＡＲＵ（以下「ＳＵＢＡＲＵ」と
いう。）による米海兵隊オスプレイの定期機体整備に係る具体的内容について、下記のと
おり情報が得られましたので、お知らせします。 
 

記 
 
１．契約期間：２０２１（令和３）年７月１日～２０３０（令和１２）年１２月３１日 

 
２．整備場所：ＳＵＢＡＲＵについては引き続き、陸上自衛隊木更津駐屯地で定期機体

整備を実施する予定です。 
 

３．整備内容：ＳＵＢＡＲＵが行う主な整備内容としては、これまでと同様、機体の内
部構造の点検、腐食・損傷の修復や部品交換などを行う予定です。 

 
４．整備機数： 
 ・ 上記契約期間内における整備対象は合計５１機の予定ですが、ＳＵＢＡＲＵと日

本飛行機株式会社のどちらが整備するかについては、定期機体整備の所要が発生す
る都度決定されるため、現時点において、ＳＵＢＡＲＵが整備する機数は未定です。 

 ・ また、１機当たりの整備期間としては、約１年４か月が想定されていますが、整

備内容によって実際の期間は変動します。 
 

（参考）木更津駐屯地における定期機体整備の整備期間及び飛行実績 
   １機目：整備期間 約２年（２０１７年２月～２０１９年３月） 
       飛行実績 飛来・帰投 各１回、試験飛行 ４回  計６回 

 ２機目：整備期間 約１年９か月（２０１８年６月～２０２０年３月） 
       飛行実績 飛来・帰投 各１回、試験飛行 ４回  計６回 
  ３機目：整備期間 約１年１０か月（２０１９年４月～２０２１年１月） 

       飛行実績 飛来・帰投 各１回、試験飛行 ２回  計４回 
   ４機目：整備期間 約１年４か月（２０２０年３月～２０２１年７月） 
       飛行実績 飛来・帰投 各１回、試験飛行 ２回 計４回 
 

５．日米共通整備基盤： 
   日米共通整備基盤は後方分野における日米協力の象徴であり、陸自オスプレイ整

備の効率化、沖縄負担軽減策の継続の観点からも、２０２１年以降も木更津駐屯地
において事業が継続して行われることが重要と考えています。 
上記契約期間においても、我が国企業に木更津駐屯地の格納庫を使用させるとと
もに、米側の整備需要増（最大同時７機整備）及び陸自オスプレイ整備需要（同時
３機整備）に対応するため、同駐屯地に新しく格納庫を整備したいと考えています。 
 

以 上 


